
 
平成 26 年６月 10 日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

 

場所 水処理建屋（非管理区域） 

件名 水処理建屋におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

平成 26 年６月９日午後２時 20 分頃、水処理建屋＊（非管理区域）の増築工事に伴い、

内部足場組立作業に従事していた協力企業作業員が、足場上部にいた共同作業者に足場

板（長さ約 180cm、幅約 24cm、重量約 8.3kg、鋼製）を手渡ししていたところ、共同作業

者が誤って当該板を落としてしまったため、協力企業作業員の右足の第２趾（人差し指）

に直撃し、負傷したことから、業務車にて病院へ搬送しました。 

 

 

＊ 水処理建屋 

  発電所内で使用するための純水を製造する設備を設置している建屋。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他設備 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 

 

病院における診察の結果、右第２趾不全切断と診断され、手術を受けております。 

数日間の入院後、通院加療の予定です。 

今回の足場組立・解体作業におけるけが人の発生について、発電所内に周知による注

意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。 

被災状況のイメージ 
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